
ヨ
コ
ヤ
守
主
力
ノ
リ

横
山
隆
抽
脳
内
制
山
隆
建
の一

七
年
新
知
千
石
を
制
し
て
人
持
米
防
に
列
L
、
宛
政

子
。
迎
橋
市
出
次
郎

・
搬
入
。
山
H
M
m
元
年
九
且
品
川
入
日

一
十

一
年
公
堺
揚
奉
行
に
任
じ
、
平
和
二
年
六
且
十
四

生
ま
れ
、明
和
泊
年
五
且
十
四
日
十
八
段
で
残
し
た
。

一
日
四
J
l

三
肢
を
以
て
夜
し
た
。

隆
砲
事
は
同
甫
、
所
居
を
袋
々
賓
と
い
ひ
、
持
部
を

一

ヨ
コ
ヤ
マ
タ
カ
ヨ
リ

横
山
隆
従
加
到
滞
の
老

好
ん
で
訓
戒
と
解
せ
ら
れ
た
。

一
臣
航
山
氏
第
八
代
。
除
述
の
五
男
。
沼
抑
制
緩
四
郎

・

ヨ
コ
ヤ
マ
主
力
ヒ
ラ
様
山
隆
平
加
到
拙
仙
の
老

一
強
・求
M
m

大
脈
・山
城
。
貸
永一
八
年
間
且
朔
日
出
生
。

臣
杭
山
氏
筋
F1
一
代
の陣地
れ
の
嫡
男
。

弘
化
三
年
三

一
安
永
六
年
三
且
官
=一
日
矢
の
治
知
三
日
山石

ハ
内
四
千

用
十
七
日
間
中
一
。
幼
名
三
郎
、
後
三
左
術
門
。
安
政
一
石
奥
カ
知
〉
相
針
。

w比
政
四
年
七
且
十
八
日
苧
年
三

況
年
十
周
十
一
日
新
知
ご
千
五
百
十灯
〈
内
五
百
十
円
一
呉

一
十
況
を
以
て
江
戸
に
波
し
た
。
法
制
配
克
己
資
義
山
隆

力
知
}
や
一
賜
は
り
、
邸
征
二
年
正
目
=
一
川口
組
災
脆
武
一
従
日
士
。

の
泊
知
三
市
凶
行
(
内
問
千
石
奥
力
知
〉
を
卸
し
た
。
後

一

ヨ
コ
ヤ
守
主
ダ
ツ
グ
横
山
忠
次
加
到
滞
の
老

明
治
コ
一
十
三
年
配
且
特
園
田
を
以
t
m
V践
に
列
L
、
男

一
民
航
山
氏
第
三
代
。
股
玄
の
鏑
男
。
は
永
二
年
金
悌

府
を
授
か
り
、
叔
一
久
降
興
と
北
ハに
鍛
山
梨
に
従
う
E
一
に
附
位
、
ほ
は
今
技
草
也
の
女
。
初
内
三
郎
、
後
左

門
出
臼
を
致

L
、
一二
十
六
年
七
且
三
十
一

日
平
年
五
十

一
術
門
。
初
純
日
目
鼠
O

正
保
二
年
組
父
長
知
致
仕
の
後

入
を
以
て
裂
し
た
。
法
鋭
削
除
院
。
院
中
旬
ら
制
約
一
を
焚
け
、
紋
政
三
戊
石
の・
一
門
こ
瓜
四
千
石
(
内
問
千

を
好
み
、
受

来

と

川

町

し

た

。

一

石

典

力

知

)

を

州

出

J

F

、
正
保
四
年
三
千
石
を
加
賜
せ

ヨ
コ
ヤ
マ
タ
カ
モ
ト

横
山
貴
林
加
到
滞
の
老
一
ら
れ
、
延
従
七
年
病
を
京
師
に
養
う
た
が
、
六
且
十

臣
航
山
氏
第
六
代
。
民
は
奥
村
丹
後
守
恕
剣
山
三
男
。
一
三
日
結
に
そ
の
地
で
夜
し
た
。
享
年
一
泊
J
l
V
1
0

法
就

元
職
八
年
間
中
山
。
泊
桝
求
山
内
・
段
物
。
氏
氷
元
年
杭

一
良
附
院
川
母
校
泣
首
府
士
。

山
任
鼠
の
末
期
養
子
と
な
り
、
十
一

用
地
知
三
瓜
二

一

ヨ
コ

ヤ
マ
h
F
7
カ

ゼ

横

山

任

鳳

加

到
滞
の
老

千
五
百
石
の
内
=
一
部
石

ハ内
凶
千
石
奥
力
知
J

を
党
一
臣
円
相
山
氏
第
五
代
。
抗
は
忠
次
の
次
男
。

悦
治
元
年

け
、
nr保
入
年
十
二
且
十
八
日
従
配
的
机
下
大
和
守
に

一
出
生
。
舟
は
拠
村
読
岐
川
州
砲
の
女
。
初
名
椛
八
郎
、

叙
任
せ
ら
れ
、
流
延
元
年
三
且
」
t
日
平
年
五
4
・
凶
を

一
後
千
左
街
門
。
初
郎
氏
次
・英
時
間
。
初
め
剛
山
次
存
生
中

以
て
夜
し
た
。
法
脱
同
党
了
院
本
政
良
性
大
尉
士
。

一
召
出
さ
れ
新
知
千
石
を
受
け
、
忠
次
の
裂
後
又
千
石

ヨ
コ
ヤ
マ
究
カ
モ
リ

横
山
隆

盛

加

賀
滞
の
老
一
を
配
分
せ
ら
れ
、
廷
に
五
百
石
を
加
へ
た
が
、
見
玄

医
紛
山
氏
第
九
代
。
隆
従
の
二
男
。
天
明
=一年
八
且

一
院
の
残

1
る
に
及
ん
で
末
期
延
子
と
な
り
、
泊
知
三

，
1
九
日
川
生
。
沼
締
三
郎
・
山
城
・
段
物
。
抱
政
四
年

一
一
品
布
(
内
四
千
有
地
(
力
知
U

と
先
知
二
千
五
百
石
を
併

九
且
十
五
日
辿
知
三
瓜
石
〈
内
四
千
石
胤
〈
力
知
)
を
交

一
せ
慌
し
、
一見
政
イ
五
年
四
月
品
川
五
日
従
抗
悦
下
山
城

け
、
文
化
十
年
十
二
且
剖
六
日
従
五
位
山
城
守
に
叙

一
守
に
叙
任
し
、
資
永
一苅
年
五
且
九
日
苧
年
四
十
七
銭

任
L
、
十
三
年
間
入
且
官
七
日
享
年
三
十
凶
を

U
E
一
を
以
亡
波
し
た
o
法
名
点
徳
院
利
山
長
事
大
町
士
。

裂
し
た
。
法
凱
高
泌
術
大
間
以
降
山
間
四
士
。
一

ヨ
コ
ヤ
マ
ツ
ネ
主
力

横
山
常
陸

遇
制
時
六
郎
・左

ヨ
コ
ヤ
マ
タ
カ
ヨ
シ

横
山
隆
美

泊
料
才
資
・大

一
兵
街
。
長
降
の
第
四
子
。
初
め
前
附
利
長
に
越
中
守

帥
問
。
降
淫
の
五
子
。
天
間
五
年
御
奏
者
格
と
な
り
、

一
山
に
仕
へ
て
三
百
石
を
受
け
、
後
地
し
て
二
千
八
百

ヨ
コ

ヨ
コ
ヤ
マ
ナ
ガ
チ
カ

横
山
長
知

加
賀
務
の
老

臣
松
山
氏
第
二
代
。
初
名
三
郎
、
後
大
勝
。
牢
曹
長

障
の
次
男
。
永
職
中
築
協
同
多
前
世
相
柑
直
江
郷
に
生
ま

れ
、
天
正
十
年
附
十
五
の
時
矢
長
路
と
共
に
、
前
附

利
長
に
越
前
府
中
に
仕
へ

、
十

一
年
柳
?
翻
の
役
に

出
陣
し
、
利
長
の
松
任
に
従
っ
た
時
之
に
隠
ひ
、
初

め
て
政
二
百
石
を
受
け
、
十
二
年
末
森
の
役
、
十
三

年
鳥
越
の
役
、
十
況
年
九
州
の
役
、
十
八
年
関
東
の

役
に
典
。
、
箆
長
四
年
利
家
の
苑
後
、
利
長
に
伴
う

ヨ
コ
ヤ
マ
ナ
ガ
h
F
ダ

績

山
長
忠

牢
事
長
降
の

三
子
。
遇
制
桝
五
郎
・五
右
衛
門
。
天
正
十
八
年
松
枝
・

八
王
子
の
役
に
功
あ
り
、
戦
後
三
百
石
を
品
開
せ
ら
れ

た
。
医
長
五
年
大
製
品
守
城
の
攻
般
に
従
ひ
、
銃
ヶ
丸

の
墜
を
柏
市
ぢ
て
突
入
し
た
が
、
徹
槍
に
刺
さ
れ
て
京

仰
を
銭
、
後
鍬
日
に
し
て
夜
。
子
な
〈
、
後
断
絶
し

た。 石
に
主
っ
た
。
殴
長
十
三
年
波
心
し
た
浅
間
賞
物
な

る
者
に
研
ら
れ
、
似
璽
〈
し
て
迭
に
夜
し
た
。

ヨ
コ
ヤ
マ
ナ
ガ
タ
カ

横
山
長
隆
加
到
務
の
老

臣
鉱
山
氏
の
家
組
。
姓
は
小
野
。
突
は
格
段
、
天
文

入
年
裳
混
同
多
強
制
笠
原
に
生
ま
れ
た
。
初
名
前
三

郎
。
天
性
剛
殺
忠
直
。
初
め
間
部
直
江
城
引
杉
粥
左

術
門
の
女
姉
と
な
り、

家
を
織
ぎ
て
消
水
城
主
網
抑
制

伊
激
守
泊
朝
に
臣
郁
し
た
が
、
後
同
僚
を
殺
容
し
て

越
前
に
亡
命
し
、大
野
城
主
金
森
右
近
長
廷
に
仕
へ

、

捜
〈
も
な
く
去
っ

て
同
凶
熊
野
村
に
閑
居
し
、
剃附記

し
て
名
を
牢
曹
と
改
め
た
。
次
い
で
天
一
生
1
年
前
回

利
長
に
越
前
府
巾
に
泌
L
亡
之
に
仕
へ

、
十

一
日
ヰ
朕

奉
行
と
な
っ
て
江
州
仰
γ
鍛
の
帥
に
従
ひ
、
軍
敗
れ

て
岨
回
遊
し
た
際
峨
う
て
仰
を
受
け
残
し
た
。
時
に
年

四
イ
ヤ
乱
。
四
周
官
一
日

骸
を
攻
め
て
巾
，
郷
育
制
胞

の
丘
胞
に
関
川h
v
、
法
鋭
を
長
隆
院
松
山
崎
耐
居
士
と

群
し
た
。

八
九
四

て
守
山
よ
り
金
怖
に
判
じ
、
利
回
目
が
家
康
よ

O
M附艇

を
受
け
た
際
、江
戸
に
役
き
家
肢
に
制
し
て
然
解
L
、

五
年
大
型
寺
の
役
に
功
あ
り
、
叉
七
年
利
H
K
の
命
に

よ
っ
て
太
問
長
知
を
毅
L
、
そ
の
泊
筒

一
泊
五
千
石

を
併
せ
て
三
瓜
行
を
食
み
、
部
い
で
字
削
助
右
衛
門

の
搾
あ
る
に
及
び
、
命
キ
」
郡
中
じ
往
き
て
之
を
旭
中

q

山
城
に
獄
し
、
十
二
年
大
限
を
改
め
て
武
磁
守
と
桝

し
、
イ
三
年
二
月
山
城
守
に
改
め
た
。
後
利
長
の
老

し
て
い一
向
附
に
在
っ
た
時
、
認
を
得
て
金
持
松
山
幸
に

惣
mhし
、
タ
開
問
と
酬
制
し
た
。
こ
の
邸
は
家
訓
に
医
長

十
四
年
に
在
る
と
す
る
が
、
十
七
年
に
京
る
ま
で
の

諸
法
令
に
向
長
知
の
名
を
附
析
す
る
か
ら
、
そ
の
以
後

に
在
る
べ
き
密
で
あ
る
。
次
い
で
十
九
年
阪
支

・
長

治
と
共
に
仕
を
僻
し
て
一
訴
に
赴
き
、
X
近
江
田
山
本
に

尻
町
し
、
次
い
で
淑
山
に
上
り
滋
賀
と
抑
制
し
た
が
、

・1
H
利
治
の
大
坂
出
仰
の
途
、
越
前
協
生
却
に
来
。

謝
し
、
前
職
三
市
町石
を
食
み
、
金
保
に
硲
り
て
留
守

し
、
元
和
光
年
の
役
に
出
削
し
、
同
年
間
六
且
十
九

日
見
め
て
従
抗
枕
下
山
城
守
に
叙
併
し
、
正
保
二
年

致
制
し
て
家
を
嫡
孫
忠
次
に
秘
り
、
加
に
本
政
の
内

六
千
石
及
び
放
牒
玄
の
領
九
千
石
〈
内
二
千
石
奥
力

知
U

を
隠
居
料
と
し
た
が
、
三
年
正
H
M』
H

一
日
七
十

九
段
で
卒
し
た
。
法
制
批
削
泊
院
傑
山
長
英
日
間
士
。
そ

の
者
に
求
初
出
紀
法
制

一
名
山
被
守
奴
岱
が
あ
る
。

ヨ
コ
ヤ
マ
ナ
ガ
チ
カ
キ
ヨ
ウ
テ
ン
カ

横
山
長
知

教
訓
歌
一
加
。
容
初
に
幼
時
叫
の
先
と
脱
お
し
、
引

君
に
都
公
之
郁
以
下
イ
閉
僚
を
級
世
、
終
に

『
子
十

一
且
叶
一
日
航
山
山
城
山
寸
判
、
山
附
H
H
門
守
隙
』
と

あ
る
o
子
は
沈
永
十
三
年
で
、
長
門
長
胞
は
山
城
守

長
知
の
外
務
で
あ
る
。

ヨ
コ
ヤ
マ
ナ
ガ
チ
カ
デ
ン

横
山
長
知
徳
一
加
。

絞
山
山
城
守
長
知
の
仰
を
波
文
で
記
し
た
も
の
で
、

木
下
点
幹
の
慢
で
あ
る
。
納
豆
文
集
に
出
て
ゐ
る
。


